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 №１ 四日市市公契約条例の制定について（議案第２９号） 

 

１ 公契約条例とは 

 「公契約」とは、市が発注する工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の

買入れその他の契約をいいます。 

市は、市の施策をさまざまな契約により実施していますが、その財源は税金等で賄われ

ていることを踏まえ、発注者である市と受注者等の責務を明らかにすることにより、公契

約に係る業務に従事する労働者が安心して暮らすことのできる適正な労働条件の確保と

事業の質の向上を目的とするものです。 

 

２ 制定の背景 

近年、公共事業の受注をめぐる価格競争が激化し、特に工事の入札においては、最

低制限価格と同額での落札が多くなっています。 

入札における過度な競争は、事業の質や市民サービスの低下を招き、下請け事業者

へのしわ寄せや労働条件の悪化などの問題にもつながる恐れがあることから、これま

で入札・契約制度の透明性、公正性及び競争性の確保に努めながら、工事請負や清掃・

施設管理等の業務委託の入札における最低制限価格制度の採用、また最低制限価格や

設計労務単価の引き上げ等を行ってきました。 

今後は、この取り組みが下請けも含めた適正な価格による契約や、労働者の適正な

賃金の確保、そして公契約の事業の質の向上につながる仕組みが必要となっています。 

 

３ 条例の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・労働者が安心して暮らすことのできる適正な労働条件の確保 

・公契約に係る事業の質の向上 

市の責務 受注者の責務 

公契約の適正化 

・適正な契約方法の

採用 

・入札・契約手続の

透明性の確保と不

正行為の防止の徹

底 

・適正な下請契約 

適正な履行及び良好な

品質の確保 

・適正な契約条件の設

定 

・適正な履行体制の確

保と確認、また是正

が必要な場合の指導 

適正な労働条件の 

確保 

・適正な労働条件の確

保とそのことに関

する報告の要求、ま

た必要に応じた、当

該報告に対する調

査及び指導 



 

            ・・・条例の施行状況及び条例の目的を達成するた

めの施策に関することについて調査審議する。 

 

４ 施行期日 

  平成２７年１月１日 

公契約審議会の設置 



四日市市公契約四日市市公契約四日市市公契約四日市市公契約条例条例条例条例（案）（案）（案）（案）    

（目的） 

第１条 この条例は、公契約に係る基本的な事項を定め、市及び受注者等の責務

を明らかにすることにより、労働者が安心して暮らすことのできる適正な労働

条件の確保及び事業の質の向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

(1) 公契約 市が発注する工事若しくは製造その他についての請負契約又は物

件の買入れその他の契約をいう。 

(2) 市長等 市長及び地方公営企業の管理者をいう。 

(3) 受注者等 公契約を受注し、又は受注しようとする者及び市以外の者から

公契約に係る業務の一部を請け負い、又は請け負おうとする者をいう。 

(4) 労働者 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第９条に規定する労働者であっ

て、受注者等に雇用され、公契約に係る業務に従事するもの。ただし、同

居の親族のみを使用する事業又は事務所に雇用される者を除く。 

イ 自らが提供する労務の対価を得るために公契約に係る業務を請け負う者 

（市の責務） 

第３条 市は、公契約において、透明性、公正性及び競争性を確保するものとす

る。 

２ 市は、この条例の目的を達成するため、適正な価格による公契約の推進その

他の施策を実施するものとする。 

（受注者等の責務） 

第４条 受注者等は、この条例の目的を達成するため、公契約に関し、適正な価

格による契約を行わなければならない。 

２ 受注者等は、この条例の趣旨を尊重し、市が実施する公契約に関する施策に

協力しなければならない。 

３ 受注者等は、公契約に携わる者として社会的な責任を自覚し、建設業法（昭

和２４年法律第１００号）、下請代金支払遅延等防止法（昭和３１年法律第１

２０号）その他関係法令を遵守しなければならない。 

 



（公契約の適正化） 

第５条 市長等は、公契約の締結にあたっては、公正な競争環境のもと、契約の

性質又は目的を踏まえ、適正な契約方法を採用するものとする。 

２ 市長等は、公契約における入札その他契約手続の透明性を確保するとともに、

不正行為の防止を徹底するために必要な措置を講じるものとする。 

３ 受注者等は、公契約に係る業務の一部を他の者に請け負わせる契約（以下「

下請契約」という。）を締結しようとするときは、その相手方に対しこの条例

を説明し理解を得た上で、下請契約の相手方と対等な立場における合意に基づ

いた適正な契約を行わなければならない。 

（適正な履行及び良好な品質の確保） 

第６条 市長等は、公契約の適正な履行及び良好な品質を確保するため、価格、

品質、納期、保証その他の適正な契約条件を定めるものとする。 

２ 受注者等は、公契約に係る事業の良好な品質の確保及び社会的価値の向上に

努めなければならない。 

３ 受注者等は、公契約を履行するにあたり、適正な履行体制を確保しなければ

ならない。 

４ 市長等は、特に必要と認めた公契約について、当該公契約の受注者等に対し、

前項の履行体制について、調査を行うことができる。 

５ 市長等は、前項の調査の結果、是正が必要であると認めるときは、必要な措

置をとるべき旨の指導を行うことができる。 

（適正な労働条件の確保） 

第７条 受注者等は、労働基準法、最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）そ

の他関係法令を遵守し、労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。 

２ 市長等は、特に必要と認めた公契約について、当該公契約の受注者等に対し、

前項の労働条件の確保について報告を求めることができる。 

３ 市長等は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、調査を行うとと

もに必要な措置をとるべき旨の指導を行うことができる。 

（施策の検討） 

第８条 市長は、必要に応じて、この条例の施行の状況を勘案しつつ、公契約に

係る業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保及び事業の質の向上を図る

施策について検討するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による検討を行うに当たり、次条に規定する四日市市公



契約審議会の意見を聴くものとする。 

（公契約審議会） 

第９条 市は、公契約に係る労働条件の確保及び事業の質の向上を図るために、

四日市市公契約審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、又は意見を述べるこ

とができる。 

(1) この条例の施行状況に関すること。 

(2) この条例の目的を達成するための施策に関すること。 

(3) その他市長が必要と認めた事項に関すること。 

３ 審議会は、６人以内の委員で組織する。 

４ 委員は、事業者、労働者及び学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱す

る。 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員

の任期は前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成２７年１月１日から施行する。 


